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第 ø અ　 地価バϒルظの不動産政
策ΛΊ͙るܦ済・ࣾ会


地Ձόブル期は、1986ʢত和61ʣ年から
1991ʢฏ３ʣ年·でを中৺とする࣌期であ
り、ত和のऴΘりとฏの࢝·りに·たがる
とともに、ܦ済社会ߏが中長期から
長期にస換するとい͏զがࠃશ体のありํが
大きくมする画期となった࣌であり、「ු
かれ、གྷる」とい͏表ݱが当ては·るよ͏な
であ࣌༲がຮԆしたߴຽ意ࣝの特ҟなࠃ
る１ɻ

1980年ʢত和60年ʣにൃ生したό
ブルは、一ൠ物Ձは҆定していたにもかかΘ
らͣ、地Ձ・גՁ等のࢿ産Ձ格だけがۃに
্ঢしたݱであった２ɻこれをΤίϊϛε
トはࢿ産όブルと表ݱし、これがこの࣌を
ࣔすݴ葉として定ணしている３ɻしかし、本
を対としているの࢙は不動産政策のྺߘ
で、あえて地Ձόブル期とい͏表ݱを使用し
たいɻ

1983ʢত和58ʣ年ࠒからถࠃのؾܠճ෮に
͏対ถ༌出の૿Ճとͦれにܹされたຽ間
設උࢿの૿Ճにより、ͦれ·での長い不گ
にస機がݟえ࢝めたɻ物Ձは、ಉ３݄にݪ༉
Ձ格引下͛とい͏ࡐ料が出たこともあっ
て、҆定తにਪҠしたɻ·た、地Ձもશ体త
にݟて੩Խしており、日本不動産研究所の
市֗地Ձ格ࢦでは、1984ʢত和59ʣ年３݄
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第７章　地価バブル期の不動産政策

不動産政策史概論　第̕回

明ւେֶ不動産ֶ部ڭत　周
す

藤
と͏

.利
とし

一
かͣ

·での年で1.5ˋ、ଓく９݄·での年で
1.4ˋの্ঢにとͲ·っていたɻ

ච者も࡞にࢀՃしたܦ済ا画庁1985ʢত
和60ʣ年ܦ済ന書は、日本のܦ済社会の新し
い࣌を、ᶃا業部を中৺にٕज़ֵ新に支
えられたใԽのਐల、ᶄՈ計部における
ଟ༷Խ、ੑݸԽのݱ、生活໘でのιϑトԽ、
αʔϏεԽのਐల、ᶅܦ済のࡍࠃԽ、֤ܦࠃ
済の相ޓґଘのߴ·りの３つに要約してい
るɻϋΠςΫϊϩδʔによる新産業ֵ໋で、
産業ߏはܰബ短小ܕにมΘり、重Խ学工業
の大ܕ設උࢿ中৺の࣌ではなくなったɻ
これは、産業分野の地ध要も都市部にൺ重
がҠったことを意ຯするɻ

1985ʢত和60ʣ年ळの日ถ合意、いΘΏる
プラβ合意によるԁߴ༠ಋํとͦれに͏
ԁߴ不گのਐ行を受けてのؾܠ対策として、
公定า合のܹٸな引下͛が行Θれたɻଈͪ、
1986ʢত和61ʣ年ॳの5.0ˋから1987ʢত和
62ʣ年２݄の2.5ˋ·でஈ֊తかつܹٸに引
き下͛られたɻ

·た、当࣌の中ીࠜ政ݖは、ถࠃのϨʔΨ
ン政ݖ、ӳࠃのαονϟʔ政ݖとともに、ੈ
քの担いखをࢦし、༌出主ಋから内ध主ಋ
のܦ済ӡӦにస換をਤるく、都市࠶開ൃの
ۭࡍࠃ和、Ϧκʔト開ൃのଅਐ、関西؇੍ن
ʢ1988年ڮ࿈བྷࠃ࢛ʢ1987年ண工ʣ、本भߓ
戸大ڮ開通ʣなͲの大ܕ事業がల開され
たɻ

為ସ相場は１υル240ԁだったのが、1986
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ʢত和61ʣ年11݄には200ԁをׂり、ཌ年１݄
には150ԁをׂったɻさらに、ԁߴ対Ԡがよ
͏やく一८しよ͏としたಉ年10݄には、χϡ
ʔϤʔΫࣜגの大མʢブラοΫϚンσʔʣ
がىき、υル売りによるגՁへのさらなるӨ
の要請もあって、1989ʢฏࠃをճආしたいถڹ
ݩʣ年５݄·で金利政策がܧଓされた４ɻ

この金利政策の結Ռ、大ྔのු動ࢿ金が
ൃ生するとい͏、いΘΏる「金༨りݱ」が
生͡たが、これらのු動ࢿ金は不動産市場や
証݊市場なͲࢿ産市場に大ྔにྲྀೖして、こ
れらࢿ産Ձ格を大෯に引き্͛たɻ1989ʢฏ
ݩʣ年12݄には日ܦฏגۉՁは市場ߴ࠷
の38915ԁを付けたɻこのよ͏にࢿ産Ձ格
はٸಅしたが、ԁߴσϑϨ下にあった物Ձは
1988ʢত和63ʣ年·で立った্ঢをࣔさな
かったことから、物Ձをしていた政の
金༥引き締めへのస換がれ、引き締めにస
͡た࣌には、طにόブルは自త֦大局໘に
Ҡっていたのである５ɻ

第 ù અ　地価ߴಅの要Ҽとݱ

ø ɽ 報Խと国ࡍԽ－Φフィスの౦ूژ
த

ୈ二次ੴ༉ة機による不ؾܠをし、よ͏
やくؾܠճ෮の音がฉこえ࢝めた1983ʢত

和58ʣ年、物Ձも地Ձもશࠃతには੩Խを
の大खொのଆ、ઍژせている中で、౦ݟ
ా۠ਆా地Ҭを中৺とするΦϑΟε֗への用
్స換のਐలと、これに͏局地తな地Ձ্
ঢが、ޙのόブルへのޱՐとなるɻ地Ձ公ࣔ
をݟると、住地が౦ݍژશ体でಉ年は2.9
ˋ、1984ʢত和59ʣ年はさらにく1.9ˋと、
地ํݍを下ճる্ঢにཹ·る中、この地۠
は20ˋをえたのであるɻこの地۠は、౦ژ
のڃߴ࠷ΦϑΟε֗であるؙの内・大खொ地
Ҭにつながるװઢ道路にՃえて、ෳの地下
మがͦのࠒ新設されたɻ·た、ट都機分ࢄ
政策に͏大学Ҡసの地には、ߴの事
務所Ϗルが建設されるなͲ、かつての大学を
中৺とした文教地۠తな地利用からΦϑΟ
ε地۠にܹٸにมしつつあったɻ

要すれ、地Ձόブルは࣮धから࢝·った
のであるɻଈͪ、ΦϑΟεध要が౦ژ都৺に
ू中した理༝は、ᶃ0"Խによる事務所εϖ
ʔε֦大のඞ要ੑ、ᶄใԽ・αʔϏεԽの
先を行くίンϐϡʔλʔιϑト、ΞύϨル、
0"機ث関࿈等の都৺立地ࢦがڧいχϡʔ
Ϗδωε用ΦϑΟεध要、ᶅࡍࠃԽに͏֎
Խࡍࠃ・業のΦϑΟεध要、ᶆใԽاܥࢿ
点としての都৺ू約ڌにおけるใೖख࣌
χʔζなͲが͛ڍられるɻͦして、ͦのഎܠ
には、ܦ済の֦大基調の中でのا業収ӹの大

ୈ一に、1970年からの金༥・ࢿ本市場の自༝Խにより優良ا業・大ا業が海֎をؚめ
たࢿ本市場からの調ୡした結Ռ、ۜ行借ೖのґଘを下させたため、ۜ行はϦεΫのߴい
中小ا業け貸出のΤΠトを૿Ճさせたɻ

ୈ二に、住ઐなͲϊンόンΫのࢀೖにより金༥機関ಉ࢜のڝ૪がݫしくなったため、ۜ行
がϦεΩʔな分野への༥ࢿのࣼにഥंをかけたɻ

ୈࡾに、地Ձの্ঢ期をഎܠに、地担保にґଘした不動産関࿈༥ࢿへのࣼであるɻ
ʢ出所ɿޫ太郎「日本のܦ済γεςϜվֵ」日本ܦ済新ฉ社、2006年、77 ʙ 79ทの記ड़を
要約したɻʣ

地価バϒルظのۜ行行動コラム
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きな৳びとͦれを支えるΤϨΫトϩχΫε関
࿈ٕज़のඈ༂తなਐలを基調としてใԽと
業行動のΩʔϫʔυになったことاԽがࡍࠃ
が大きな特である６ɻ

これにい、大ا業の本社機の౦ژ都৺

ू中がڧくݱΘれ７、౦ژ都৺部のΦϑ
Οεの不ײをڧいものにした８ɻͦして、
容ੵのߴいΤϦΞ΄Ͳ地Ձ্ঢがߴくな
ったɻ࣮ࡍ、収ӹに༨༟の出たا業にとって
は、本業でなくてもϏルはࢿ先としてັ力

1984ʢত和59ʣ年、ࠃ庁ʢࡏݱのࠃ交通লʣが「ट都վ計画」をൃ表し、2000年·
でに5000IBのΦϑΟεϏル໘ੵがඞ要だとしたɻこの計画に対し、ա大なをൃ表した
ために、業用地に対するԾध要がൃ生し、これがόブルをもたらしたとの൷判があるɻ

当3࣌800IBのΦϑΟεεϖʔεのεトοΫがあるとのਪ定に対し、今ޙඞ要とされるΦ
ϑΟεध要については、ᶃࠃ庁大都市ݍ整උ局ʹ23۠で1983 ʙ 2000年に5000IB、ᶄܦ済
画庁ʹ23۠で1985ا ʙ 1995年に2200IB、ᶅ建設ܦ済研究所ʹ都৺５۠で1986 ʙ 2000年に
1300 ʙ 1700IBといったよ͏に、෯はあるにしても、かなり大きなध要がࣔされたɻ

今日、౦ژ都内の業地で当࣌の地্͛のとݟられるよ͏な地をݟかけることがあるɻ
しかし、１ʣຽ間ا業が政等の༧ଌに基づいて۩体తなࢿ行動をܾ定するとい͏事࣮

は日本では؍察されていない、２ʣࠃమ用地もؚめ大نΦϑΟεϏル開ൃ計画は2000年か
ら2003年にかけてॡ工したが、ۭ室の্ঢなͲの供څաݱはݟられͣ、ध要は当࣌の
༧ଌを্ճって૿Ճしたことが؍察されるといった点から、政のΦϑΟεध要༧ଌがόブ
ルを引きىこしたとのࢦఠは当たらないとݴえるɻ

Φフィスध要༧ଌコラム

ʲද þ － ø ʳ地価ެࣔのม動推移 ʢ୯Ґɿˋʣ
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తであったɻͦの理༝は、ᶃ貸しख市場での
ϏルܦӦの優Ґੑ、ᶄݮ੫ޮՌ、ᶅࢿ産保શ
खஈとしての有ޮੑとΠンϑϨϔοδޮՌ、
ᶆا業のΠϝʔδΞοプޮՌや内部తߴؾ࢜
༲ޮՌであったɻ

ù ɽ都商業地ൃバϒルの及

1986ʢত和61ʣ年にೖると、業地のߴಅ
が地Ҭతに֦大し、·た、౦ژ都では住地
へ及していったɻ

ಉ年の都道ݝ地Ձ調査ʢ７݄基४ɻҎ下
のࣈはಉ調査によるɻʣでは、౦ݍژの
業地は前年の8.6ˋから23.6ˋに্ٸঢしたɻ
౦ژ都の中৺５۠で50ˋ、ͦの周ลの۠で
40ˋとなり、ଟຎ地۠でも20ˋをえたɻ
都৺の্ঢがさらに্がったことにՃえ、
্ঢΤϦΞも֦大したɻੈా谷۠や۠ࠇ、
文ߐ、۠ژ౦۠、大ా۠なͲで、80ˋ前্ޙ
ঢした地点があったɻこのよ͏な্ঢにより、
新نのϏルࢿはもはやͦれ自体ではࢉ࠾が
とれないともݴΘれる΄Ͳになったɻͦれで
もߴಅするഎܠには、前ड़したΦϑΟεध要
の૿Ճとい͏࣮धにՃえてࢿ金のྲྀೖがあ
るɻ

ԁߴ、֎धのݮୀにより当࣌の日本ܦ済は
不گ৭をڧめ、調整局໘をܴえていた、物Ձ
はۃめて҆定し、ԁߴσϑϨの༷相をఄする
中で、金༥は؇和がଓき、ϚωʔαプラΠの
৳びはಉ年９݄には前年ಉ݄ൺ8.9ˋとなっ
ていたɻͦして、内ध振ڵのため、11݄に公
定า合は３ˋに·で引き下͛られたɻ設උ
金త༨༟が生͡ࢿध要がམͪている一ํでࢿ
たا業のࢿଶは、࣮物ࢿ産から金༥ࢿ産
にγϑトし、ࣜג市場と不動産市場に५な
け貸行の不動産業ۜࠃ金がྲྀೖしたɻશࢿ
付ߴは、ಉ年７ʙ９݄期で前年ಉ期ൺ31
ˋ૿Ճしたɻ

この結Ռ、౦ൃژの業地の地Ձߴಅがશ
、市が21.6ˋʢ前年9.4ˋʣࡕに及したɻ大ࠃ
、市が8.0ˋʢಉ4.7ˋʣとなった΄かݹ໊
ຈ市9.1ˋʢಉ4.7ˋʣ、ઋ市12.4ˋʢಉ6.3ࡳ
ˋʣ、ԣ市14.7ˋʢಉ9.1ˋʣ、崎市9.6ˋʢಉ
4.6ˋʣ、ژ都市7.8 ʢ̀ಉ4.0ˋʣ、ਆ戸市8.5 ʢ̀ಉ
3.9ˋʣ、島市5.5 ʢ̀ಉ5.2ˋʣ、岡市9.2 ʢ̀ಉ
6.9ˋʣであったɻ্ߴ࠷ঢは大ࡕ市では
౦۠今67.4ˋ、໊ݹ市で40ˋ前ࡳ、ޙຈ
市56.4ˋ、ઋ市38.6ˋ、ԣ市50.6ˋ、
崎市40.0ˋ、ژ都市48.8ˋ、ਆ戸市44.9ˋ、

1984ʢত和59ʣ年８݄に売却されたઍా۠لඌ井ொのࠃ有地は、3.3ᶷ当たり2800ສԁと、
ۙの公ࣔՁ格をかなり্ճるՁ格でམࡳされたɻ

ͦの当ࠃ、࣌有地の理ॲ分はいかにあるきかについて大ଂলのࠃ有ࡒ産中ԝ৹ٞ会に
済対策ֳ྅会ܦ点からٞが行Θれたが、1983ʢত和58ʣ年４݄の؍政政策のࡒ、問されࢾ
ٞにおいて、内ध中৺のܦ済長࣮ݱのための՝として、「都市࠶開ൃ、住建設にࢿす
るためのࠃ公有地の有ޮ活用」がଧͪ出され、内ֳ総理大ਉを本部長とする「ࠃ有地等有ޮ
活用ਪਐ本部」が設立されたɻͦして、ಉ本部の1984ʢত和59ʣ年２݄のୈ２ճ会ٞにおい
て、ࠃ有地及びࠃమ用地の͏ͪຽ間が利用Մな地をબ定して本部にใ告することがܾ定
されたɻこのよ͏なࠃ有地、ࠃమ用地の市場への大ྔ์出がόブルの告ౝになったとい͏
൷判があるɻଞํでは、もっとૣく、大ྔに供څされていたら、不動産市場のधڅは؇和さ
れたのではないかとい͏説もあるɻ

国༗地売٫問題コラム
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島市22.4ˋ、岡市47.5ˋとなったɻ
ଞํ、住地の地Ձは1980ʢত和55ʣҎ߱

੩Խにあったが、都内では業地のߴ
ಅが及し、1986ʢত和61ʣ年地Ձ調査では、
都৺地Ҭで48.6ˋ、ଟຎ地Ҭでも11.7ˋと
大෯な্ঢにస͡たɻ特に、大ా۠、ੈా谷
۠のஶ໊ڃߴ住地では90ˋをえる地点も
出たɻこれは業務త用్への用్స換による
ものではなく、買換えध要と都৺Ϗル用地の
ସ地買いの૿ٸによるものでああるɻ

都৺からの買換えध要の૿Ճに重要な役ׂ
をՌたしたのがډ住用ࡒ産の買換えに対する
੫法্の優۰ા置である９ɻ都৺のֹߴ不動
産の売却が生Έ出したΩϟϐλルήΠンに対
する՝੫をճආするため、धڅόランε、Ձ
格水४をえて用地୳しが行Θれたɻさらに、
優۰ા置の適用が期ݶ付きであったことがഥ
ंをかけたのであるɻ

1987ʢত和62ʣ年の地Ձ調査でも、32道ݝ
が্ঢ２ˋҎ下で、２ܻ૿は౦ژ都、ೆ関
౦３ݝと大ࡕだけだったɻこの࣌点では地
Ձόブルは、·だ地ํݍに及していなかっ
たɻこのよ͏に地Ձߴಅの地Ҭత及にλΠ
Ϝラάがݟられたのが地Ձόブル期の特で
あり、ͦのことがόブル่յޙのճ෮にも地
Ҭతな差ҟが生͡た一Ҽであるɻ

౦ݍژは前年の10.4ˋが57.5ˋと、্ঢ
のϐʔΫとなったɻ

ú ɽバϒルのશ国ల։

1988ʢত和63ʣ年にೖると、౦ژ都中৺部
では地Ձはطに下མし࢝めたɻಉ年９݄の市
֗地Ձ格ࢦでは、۠部で住地が˚6.4ˋ、
業地が˚4.0ˋと前年ൺで下མした10ɻ

しかし、શࠃతには地Ձόブルは一֦大
しており、大ݹ໊、ݍࡕݍでは、住地、
業地とも前年を্ճる্ঢをࣔし、౦ژ
を্ճったɻ特に、住地の্ঢが立ݍ

つよ͏になり、業地から住地への及も
શࠃల開するよ͏になった11ɻ

一ํ、地ํݍの動きを1988ʢত和63ʣ年都
道ݝ地Ձ調査でݟると、ࡳຈ市17.3ˋ、ઋ
市26.6ˋ、੩岡市20.9ˋ、松市24.3ˋ、
海市18.3ˋ、島市22.1ˋ、岡市14.2ˋなͲ、
ूੵのൺֱతߴい地ํブϩοΫの中৺都市
やൃలのݟ込めるϦκʔト都市がߴい্ঢを
ࣔしたɻ

1989ʢฏݩʣ年には、౦ژの都৺やͦの
周ลの地Ձڰཚঢ়ଶは、すっかりӨをજめたɻ
市֗地地Ձࢦでݟると、都৺から40 ʙ
50LNݍ内の都市では֓Ͷ੩Խし、ͦの֎
ଆとさらにͦの֎ԑの౦100ژLNݍの都市で
্ঢしたɻ

これに対し、大ݍࡕの地Ձ調査は、引きଓ
き40ˋۙい大෯な্ঢとなったɻ大ݻݍࡕ有
の事としては、総事業費４ஹԁの関西ۭߓ
をは͡め、関西文Խ学ज़研究都市、ਆ戸市の
Υʔλʔϑϩント開ൃなͲʑの大ܕプϩ
δΣΫトがあり、·た、౦ݍژにൺてएׯ
Ժやかであった地Ձ੍نા置等のӨڹもݟಀ
せないɻ

Ͳではないが、前年を΄ݍࡕは大ݍݹ໊
্ճって２ܻの্ঢをࣔしたɻただし、
いもߴ市は業地17ˋ、住地16ˋとݹ໊
のの、前年の30ˋよりはかなりくなったɻ

地ํݍは、地Ձ調査では業地、住地と
も６ˋにཹ·ったが、֤छの業務機のू
ੵがある地ํブϩοΫの中֩都市やݝ庁所ࡏ
地、ͦれに४͡る都市でൺֱత্ঢがߴか
ったɻ·た、ϨδϟʔブʔϜの中で、Ϧκʔ
ト地としてબされている海市、ҏ౦市、
ܰ井ொ、総島なͲで地Ձがかなりٸಅ
したɻ

地ํݍに地ՁόブルがຮԆするよ͏になっ
たのはಉ年下期Ҏ߱であり、1990ʢฏ２ʣ
年をϐʔΫに２年࿈ଓして２ܻの্ঢを
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ࣔし、ࡾ大都市ݍશてで地Ձམが生͡た
1990ʢฏ３ʣ年にあっても、なお্ঢ
を࣋ଓしていたɻ

このよ͏に、地Ձόブル期の地Ձม動は、
業地から住への及、౦ژ都৺からट都
さらに、ݍݹ໊・ݍࡕから大ݍへ、ट都ݍ
地ํݍへの及とい͏ෳࡶなաఔを୧ったɻ
これに大ܕプϩδΣΫトやϦκʔトブʔϜが
重なり、όブルのण໋を長引かせたとݟるこ
とができるɻόブルのݪҼは࣮धにをൃし
た機であり、ͦのഎܠに金༨りݱがあっ
たが、地ਆとい͏৺理తഎܠも無視でき
ないɻ

第 ú અ　 地価バϒルظの不動産政
策

ø ɽ地価バϒルલظ（øĀÿü ʙ ÿþ年）

1987ʢত和62ʣ年10݄のブラοΫϚンσʔ

·でを地Ձόブル前期とするなら、前期の
Ωʔϫʔυはຽ活と੍ن؇和である13ɻ

ᾇ　ຽ活政策
行政調査会ʢୈ二次ྟ調、ޫහ夫会࣌ྟ

長ʣが1982ʢত和57ʣ年７݄に出した「行政
վֵに関するୈࡾ次ਃʵ基本ਃ」はຽ活
行政վֵਪ࣌ྟ、を本格తにଧͪ出し14ࢤ
ਐ৹ٞ会ʢୈ一次行ֵ৹、ޫහ夫会長ʣも
1985ʢত和60ʣ年２݄に「ຽ間活力のൃشਪ
ਐのための行政վֵのありํ」をਃした中
で都市計画・建ங੍نのݟ直し、ࠃ有地の活
用、ઢ引きのݟ直し、市֗Խ調整۠Ҭにおけ
る開ൃڐՄのن要件の引下͛、開ൃࢦಋ要
の行きա͗是正なͲをਪਐすきであるとߝ
したɻ

立法政策としては、「ຽ間事業者の力の
活用による特定施設の整උのଅਐに関するྟ
ા置法」ʢຽ活法ɻ1986ʢত和61ʣ年５݄࣌

金の不動産市場へのྲྀೖをःஅしたために地Ձόブルが่յしࢿが༨੍نड़する総ྔޙ
たとのํݟがあるɻ

しかし、όブルの及աఔが用్、地ҬผにかなりのλΠϜラάをもってਐ行したよ͏に、
่յも·た用్、地Ҭผにҟなる࣌期にൃ生したɻ

౦ݍژશ体の地Ձ্ঢがϐʔΫにୡしたのは1987ʢত和62ʣ年だが、౦ژ都৺部の地Ձ
はブラοΫϚンσʔを契機に下མにస͡たɻ౦ݍژશ体の地Ձ্ঢが੩Խした1988ʢত
和63ʣ年に大ݹ໊、ݍࡕݍのόブルが本格Խしたɻ

大ݍࡕは1989ʢฏݩʣ年をϐʔΫに、ཌ年Ҏ߱੩Խし、໊ݹݍも؇やかながらಉ༷
のաఔを୧ったのに対し、地ํݍはさらにくόブルが及し、1989ʢฏݩʣ年から本格
తにߴಅして２年࿈ଓして２ܻの্ঢをࣔし、ࡾ大都市ݍશてで地Ձམが生͡た1990

ʢฏ３ʣ年にあっても、なお্ঢを࣋ଓし、ཌ年にࢸりよ͏やく下མにస͡たɻ
こ͏してݟると、地Ձόブルは֤地Ҭにおいて行きつくとこΖ·で্ঢした結Ռ、ͦれͧ

れॱ次自յしたと͟ݟるをಘない12ɻ
ͪなΈに、ट都ݍϚンγϣンは1988ʢত和63ʣ年Ҏ߱、ۙ ʣݩはϚンγϣン1989ʢฏݍـ

年Ҏ߱ൢ売戸がݮগにస͡たが、これはߴա͗るՁ格にध要が付いていけなくなったもの
であり、地Ձόブル่յと関࿈するݱとݴえるɻ

地価バϒル่յの要Ҽとظ࣌コラム
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30日法77号ʣが੍定されたɻ

ᾈ　不動産政策とຽ活
不動産政策におけるຽ活のᅘは、1983ʢত

和58ʣ年２݄、中ીࠜ総理が建設লに対して
都市開ൃをਪਐするための੍ن؇和を行͏よ
るɻ建設লは、これを·࢝したことにࣔࢦ͏
受けて７݄に総理に対するใ告のܗで「੍ن
の؇和等による都市開ൃのଅਐํ策」をଧͪ
出し、これに基づき用్地Ҭのࢦ定ସえ、容
ੵの؇和、地ํ公共団体の開ൃࢦಋ要ߝの
行きա͗是正なͲが֤छ通ୡによりਐめられ
たɻཌ年にはຽ活による主要プϩδΣΫトと
して大࠶生ߏ、ΈなとΈらい21ߏ、
ਆ戸ϋʔόʔランυߏがଧͪ出されたɻ

ಉ࣌に、ࠃ公有地の活用もऔり্͛られ、
ཹࣚ、ொ、കా、新॓ࢳۋమ用地についてࠃ
の՟物Ϡʔυ地を࠶開ൃすることとなっ
たɻ公務員॓ࣷについては、大ଂল理ࡒ局の
公務員॓ࣷ問研究会が1983ʢত和58ʣ年９
݄に出した「都৺における公務員॓ࣷのߴ
Խによる用地の有ޮ活用について」を契機と
して、不動産業քを中৺に66社が出ࢿした新
॓西戸山開ൃ᷂により新॓۠の西戸山住の
開ൃがணखされたɻ࠶

ಉ年10݄には総理を本部長とするࠃ有地等
有ޮ活用ਪਐ本部が内ֳに設置され、ཌ年２
݄に「ຽ間活力のಋೖによるࠃ有地等の有ޮ
活用のਪਐについて」とい͏ਃし合Θせがな
され、ࠃ有地16件365IB、ࠃమ用地10件30IB
を活用することとされたɻ

前ड़したຽ活法に基づくຽ間都市開ൃをਪ
ਐするため「ຽ間都市開ൃのਪਐに関する特
ผા置法」ʢ1987ʢত和62ʣ年６݄２日法
62号ʣが੍定され、ಉ法により都市開ൃの支
ԉを行͏ࡒ団法人ຽ間都市開ൃਪਐ機ߏʢུ
শ「ຽ都機ߏ」ʣがࢦ定されたɻຽ都機ߏの
業務は、ୈ１にࢀՃ事業であり、一定のຽ間

都市開ൃ事業についてͦの費用ʢ道路等の公
共施設整උに要する費用のֹの範囲内にݶら
れるɻʣの一部をຽ都機ߏがෛ担して当該事
業にࢀՃすることであるɻୈ２は༥通事業で
あり、ຽ間による都市開ൃ事業について、当
該事業の施行に要する費用にॆてるための長
期かつ利のࢿ金の༥通であるɻ1987ʢত和
62ʣ年のվ正により、ຽ都機ߏはୈ３ηΫλ
ʔに対する/55売却ࢿ金による無利子貸付
も業務としてՃできることになり、1988ʢত
和63ʣ年のվ正では、無利子貸付の対とし
て地۠画整理合もؚめることにしたɻ

·た、「新住市֗地開ൃ法」の1985ʢত
和60ʣ年վ正によりຽ間σϕϩούʔが公ื
によらͣに公団等の公త主体がした地
をऔಘできること、1986ʢত和61ʣ年վ正に
よりχϡʔλンでの業務施設の立地が認め
られたɻޙ者は、৬住ۙ接のため業務機と
住機の一体త開ൃを行͏いΘΏるෳ合開ൃ
とい͏新たなख法を法੍্ΦʔιラΠζした
ものであったɻ

この࣌期はຽ活に対するΠンηンςΟブの
付༩として、/55ג売却収ೖを利用した無
利子貸付やݮ੫といったࢲత主体の特定の事
業活動に対する直接支ԉ策がଟく͡ߨられ
たが、こ͏した政策ख法はόブル่յޙも不
動産政策にく用いられるよ͏になったɻ

さらに、ຽ間事業においてはै前、等Ձ交
換、借地ํࣜ、事業受ୗํࣜといった地を
औಘせͣ、地ՁをࡏݦԽさせない事業ख法が
工夫されてきたが、1986ʢত和61ʣ年には「ࠃ
有ࡒ産法」、「地ํ自࣏法」のվ正が行Θれ、
公有地に地ࠃ、੫庁の解ऍ通ୡが出されࠃ
信ୗ੍がಋೖされたɻ

ᾉ　Υーλーフϩント・ϒーϜ
前ड़のよ͏にຽ間主体の大ن都市開ൃプ

ϩδΣΫトがଧͪ出されたが、これらの΄と
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ΜͲがߓ地۠を対としていたため、ຽ活
プϩδΣΫトʹΥʔλʔϑϩント開ൃの؍
をఄしていたɻ

このブʔϜのഎܠの͏ͪध要ଆの事につ
いては前ड़したとおりであるが、供څଆの事
は次のとおりであるɻ大都市のߓ部には
、やεトοΫϠʔυ、ધ、మ߯ݿ大な
ੴ༉ਫ਼なͲの工場やൃ電所とい͏重ް長大
産業࣌を表する施設が立地していたɻし
かし、工場のٺԽ、産業ߏのมԽによる
重ް長大産業ͦのもののਰୀ、ίンςφધの
ී及やݿࡏ期間の短縮といった物ྲྀの合理Խ
なͲのঢ়گมԽにより、これらの施設のଘࡏ
理༝がࣦΘれていったɻこれら施設のଘする
地には、都৺にۃめてۙいとい͏立地্の
ັ力があるɻ·た、画地نが大きく、地ݖ
者もগであるため開ൃしやすいɻこ͏した
利点にணして、ଟくの開ൃߏが公共・
ຽ間から͏ڝよ͏にఏҊされた15ɻ

Ҏ্のঢ়گを受けて౦ژ都は、1986ʢত和
61ʣ年11݄に「ୈ２次౦ژ都長期計画ʢϚΠ
λン౦ژʣ」をൃ表し、ྟ海開ൃに正໘か
らऔりΉ࢟を明֬にし、ཌ年６݄にはͦ
の۩体తなۄとして「ྟ海部෭都৺開ൃߏ
」をଧͪ出したɻこれは、౦ژのຒ立地
448IBを対とした都主ಋの大ن開ൃ事業
であり、21ੈلには10.6ສ人がಇき、6.3ສ人
がらすະདྷܕ都市を建設しよ͏とするもの
であり、Υʔλʔϑϩント開ൃのとݴ
えるɻこのߏのϢχʔΫな点は、地Ձ対策
へのྀとして都有地の売却をせͣに借地ํ
ࣜによること、地の賃貸収ೖで開ൃ費用を
͏こと、開ൃ利ӹؐݩのために借地ํࣜに
Ճえ、大֗۠ํࣜ地۠画整理を࣮施するこ
とであるɻ

しかしながら、1990ʢฏ２ʣ年にΠンϑ
ラ整උに本格ண工したものの、όブル่յޙ
の地Ձ下མによる借地契約締結のԆ、ਐ出

༧定ا業の開ൃࢤの消ۃԽ、1996ʢฏ８ʣ
年に開࠵༧定だったੈք都市തཡ会の中止な
Ͳにより、この計画はة機に直໘したɻͦこ
で、都は1995ʢฏ７ʣ年９݄、ྟ海෭都৺
開ൃ࠙談会を設置し、地利用ํࣜのݟ直し
や一ൠࡒ源のೖをؚめた計画のࠜ本తݟ直
しにணखしたɻ

ᾊ　ϦκートϒーϜ
この࣌期のも͏一つの特はશࠃతなϦκ

ʔトブʔϜであるɻこれは、ຽ活の地ํԽと
もݴえるɻ

ͦれ·で年間2000戸前ޙであったϦκʔ
トϚンγϣンのൃ売戸が1988ʢত和63ʣ年
には１ສ戸をえるブʔϜが生͡たɻ

立法政策としては、࢛શ総の۩体Խのͻと
つとして、「総合保ཆ地Ҭ整උ法」ʢϦκʔト
法ɻ1987ʢত和62ʣ年６݄９日法71号ʣが
੍定されたɻ本法のతは、良な自વ条件
を有する地Ҭに、༨Ջܕࡏのεポʔπ、ٳ
ཆ、ू会等の総合తな機を整උすることに
より、当該地Ҭの振ڵをਤることにあったɻ
本法の特は、整උを行͏にࡍしてຽ間事業
者の活用に重点をおいていたことであり、Ϧ
κʔトとしてࢦ定されると、՝੫の特例、
利༥ࢿ及び地法・振法・林法等の੍ن
؇和等の施策が͡ߨられるɻ

ᾋ　۠ࢹҬ੍
ࠔ定がࢦҬの੍۠نに基づく「法ࠃ」

であったため、౦ژ都は、1986ʢত和61ʣ年
10݄６日に「౦ژ都地औ引の適正Խに関す
る条例」を੍定し、ઍా۠等でಧ出対໘
ੵを500ᶷとしたɻͦこで、ࠃϨϕルでも地
Ձ対策の一として、「ࠃ法」1987ʢত和
62ʣ年վ正により、視۠Ҭの੍をಋೖし
たɻこれは、都道ݝ知事等が、地Ձがܹٸ
に্ঢし、ຢは্ঢするおͦれがある۠Ҭを
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視۠Ҭとしてࢦ定し、औ引ಧ出໘ੵを都道
ݝ等のنଇで引き下͛ることができる੍
である17ɻ·た、1989ʢฏݩʣ年のվ正に
より、視۠Ҭに関するऔ引中止のק告を֦
大するվ正がなされたɻ

視۠Ҭのࢦ定自体は都道ݝ知事が行͏
もので、1987ʢত和62ʣ年８݄から౦ژ都、
ਆಸݝ等でࢦ定が行Θれたɻさらに、ಉ年
10݄からは、金༥機関が地関࿈༥ࢿを行͏
告通知をಘているקの不「法ࠃ」、にはࡍ
औ引にݶ定するよ͏行政ࢦಋがなされたɻ「ࠃ
法」のಧ出੍によるऔ引中止ק告自体が
この金༥ા置とΈ合Θされたことにより、
力な地Ձ対策となったɻڧ

1993ʢฏ５ʣ年࣌点では、શ1ࠃ212市
ொ村の市ொ村で視۠Ҭがࢦ定され、ͦの͏
ͪ234市ொ村では100ᶷҎ্の地औ引がಧ出
対であったɻͦのޙ、地Ձの੩Խを受け
て、ଟくの地Ҭでࢦ定の解除ຢはม更がなさ
れたɻ

ù ɽ地価バϒルظޙ（øĀÿþ ʙ Ā÷年）
ᾇ　ϒラοク・マンσーと地問題

1987ʢত和62ʣ年10݄19日のגՁのٸམ、
いΘΏるブラοΫ・ϚンσʔがͲのよ͏な意
ຯを࣋っていたかについては、当࣌、ඞͣし
も明֬に認ࣝされていなかったが、ච者はこ
れがόブル่յのγάφルであったとݟてい
る18ɻ当࣌の地Ձの動きをݟると、౦ژ都۠
部業地はಉ年にೖるࠒからطに্ঢの෯
が縮小しており、ಉ年10݄ʙཌ年１݄期Ҏ߱
下し࢝めていたɻ住地もੈా谷۠はಉ年
７ʙ 10݄期から、۠ߓ、ौ谷۠、ਿฒ۠、
ଂ野市、ࡾୋ市はಉ年10݄ʙཌ年１݄期Ҏ
߱、ଟຎ市は1988ʢত和63ʣ年１ʙ３݄期Ҏ
߱下མにస͡た19ɻैって、この࣌期にਝ
かつత֬な対Ԡをとっていれ、ͦのޙのό
ブルのશࠃతな及を止できたとݴえるか
もしれないɻ

しかし、この࣌期に࣮ࡍに࠾用されていた
施策は、「前Ϩポʔト」20を受けた６ஹԁ

ϦκʔトブʔϜのり্がりとͦの結は、地Ձόブル࣌のత事の表例であるɻ
新産業都市、ςΫϦポϦεҎདྷのࢦ定ڝ૪が܁り͛られ、結局શての都道ݝでࢦ定がな
され、શࠃͲこでもಉ͡よ͏なϦκʔトϚンγϣン、ΰルϑ場、εΩʔ場、ϚϦʔφ、ςʔ
ϚύʔΫが計画されたɻ

例え、ࢤຎεϖΠン村、ҏઓ࣌ࠃ村等をؚΉࡾ重αンϕルトߏの場合、当ॳの計
画は、8ֹࢿ561ԯԁに対し、生産༠ൃޮՌ１ஹ5801ԯԁ、ޏ用出ޮՌ８ສ7115人、５
年のϦκʔト消費ֹ1174ԯԁに対する生産༠ൃޮՌ2197ԯԁと༧したɻしかし、όブ
ル่յとͦのޙの不گにより֤プϩδΣΫトのഁたΜ、計画ݟ直しが相次͗、ࣣཬޚίʔ
ελルϦκʔトは、ຽ間ࢿ本が࣮ࡍにਐ出せͣ、ୈࡾηΫλʔのഁたΜをޚொが13ԯ１
ઍສԁʢொࡒ政の３ׂʣをิてΜしたɻ·た、ࢤຎεϖΠン村はྦྷੵ400ࣈԯԁҎ্にୡ
しているɻ

Ϧκʔト事業ࣦഊのݪҼは、ᶃόブルܦ済にったա大なݟ通しとい͏計画のさ、ᶄಉ
本はからなࢿでಉ͡よ͏なプϩδΣΫトがཚ立するとい͏合の誤ට、ᶅຽ間ࠃ期にશ࣌
いと判அすれ直ͪにఫୀするが、地ํ公共団体はఫୀできないとい͏ୈࡾηΫλʔの出ޱ
ઓུの不ࡏである16ɻ

ϦκートϒーϜのహコラム
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済対策ܦٸۓのن大の࠷ڈとい͏աن
と、公定า合のઓ࠷ޙ水४2.5ˋへの引下
͛であったɻこのよ͏な施策は、不動産政策
にݶってݟると、ブラοΫ・Ϛンσʔとい͏
γάφルをݟ誤ったものであり、ͦのޙのό
ブルのશࠃల開と問のਂࠁԽをॿ長したと
い͏ことなるɻ

ᾈ　地ྟ調と地価対策のల։
1987ʢত和62ʣ年10݄12日のྟ࣌行政վֵ

ਪਐ৹ٞ会ʢ地ྟ調ʣの「当໘の地Ձ等
地対策に関するਃ」ʢいΘΏるٸۓఏݴʣ
を受け、ಉ݄16日に「ٸۓ地対策要ߝ」が
ֳܾٞ定され、ཌ݄16日には地対策関ֳ
྅会ٞの設置がܾ定されたɻここで͡ߨられ
たા置は、طଘの੍・施策の活用を中৺と
したٸۓආతなものであり、ࠃچమ用地・
公有地ॲ分のౚ結もܾ定されたɻࠃ

地ྟ調はཌ年６݄15日に「地Ձ等地対
策に関するਃ」を出し、これを受けてಉ݄
28日に「総合地対策要ߝ」がֳܾٞ定され
たɻこのਃでは、総合తな対策の࣮施のඞ
要ੑをڧ調したことと、地対策の基本తな
えํをࣔしたことが重要であるɻ前者につߟ
いては、これ·での施策が総合ੑをܽいてい
ると行政の責任をݫしく及しており、ޙ者
については、ᶃ地の所有には利用の責務が
͏こと、ᶄ地の利用に当たっての公共の
ࢱ優先、ᶅ地の計画తな利用、ᶆ開ൃ利
ӹのؐݩ、ᶇ地の利用と受ӹにԠ͡た社会
తෛ担の公ฏの֬保とい͏地５ݪଇをࣔし
たɻこのߟえํが「地基本法」に結࣮したɻ

ᾉ　地対策関係ֳ྅会ٞ
1987ʢত和62ʣ年11݄17日に地Ձ対策関

ֳ྅会ٞを֦大վした地対策関ֳ྅会
ٞが開࠵され、ୈ８ষでड़る新総合地政
策ਪਐ要ߝ·で21ճ開࠵されたɻ

なお、地対策関ֳ྅会ٞはいったΜഇ
止されたが21、関ল庁と࿈ܞをਤりつつ総
合తな地対策をண࣮にਪਐするඞ要がある
ことにؑΈ、࠶設置されたܦҢがある22ɻ

ᾉ　地基ຊ法ùú

「地基本法」ʢ1989ʢฏݩʣ年12݄22日
法84号ʣは、基本法としてのੑ質্、એݴ
法としてのੑ格を࣋つにとͲ·り、۩体తな
利・義務を設するものではなく、地所ݖ
有ݖに直接Өڹを及΅す法੍にはなって
いないɻしかし、ಉ法が۩体తな法੍に
よってこれらの理೦を࣮ݱすきことをએݴ
している点が重要であるɻ

ಉ法は、地についての基本త理೦として、
地についての公共のࢱ優先ʢ２条ʣ24、
適正な利用及び計画にैった利用ʢ３条ʣ、
機తऔ引の੍ʢ４条ʣ、Ձの૿Ճに
͏利ӹにԠ͡た適正なෛ担ʢ５条ʣをن定す
るとともに、ࠃ、地ํ公共団体、事業者及び
定し、さらに、基本نຽの責務をͦれͧれࠃ
理೦を۩体Խするためのા置として、地利
用計画のৄࡉかつҬతな策定ʢ11条ʣ、ͦ
れに基づく੍نા置と事業の࣮施ʢ12条ʣ、
地औ引の੍نʢ13条ʣ、開ൃ利ӹのؐݩの
ためのા置ʢ14条ʣ、੫੍্のા置ʢ15条ʣ、
公త地ධՁの適正Խʢ16条ʣ、地に関す
る調査の࣮施ʢ17条ʣ等を基本త施策として
ているɻ͛ܝ

ᾊ　宅地のڅڙ・ར用૿ਐに関する法੍
Θがࠃの地Ձ問のݪҼはԢな地ध要

に対し供څが不しているとこΖにあり、ै
って、問解ܾのためには地の供څଅਐが
済長ܦߴ優先の՝であるとい͏のが࠷
期Ҏདྷの政の基本認ࣝかつ政策ελンεで
あったから、地Ձόブル期においても公・ຽ
による地の供څ・利用૿ਐ策がੵۃతにల
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開されたɻͦのख法はࡒ政・੫੍・金༥をؚ
Ήが、法੍については次のとおりであるɻな
お、地ྟ調ਃと総合地対策要ߝに基づ
き立法Խされたものは、ᶅとᶆであるɻ
ᶃ　大都市地Ҭにおける優良地開ൃのଅਐ

に関するٸۓા置法ʢ優良法ʣ
1987ʢত和62ʣ年５݄17日法ୈ47号とし

て੍定されたこの法は、住地と業務用地
を݉Ͷඋえたෳ合開ൃを中৺としたຽ間地
開ൃ事業に対する੫ࡒ政金༥্の優۰ા置を
定めたɻ
ᶄ　立体道路੍

ถࠃのۭ中ݖをߟࢀにしつつ、道路と建ங
物の一体整උをՄにする立体道路੍が
1989ʢฏݩʣ年６݄28日法ୈ56号による

「道路法」、「都市計画法」等のվ正により࣮
したɻݱ
ᶅ　大都市地Ҭにおける地開ൃ及びమ道の

一体తਪਐに関する特ผા置法ʢమ法ʣ
1989ʢฏݩʣ年６݄28日法ୈ61号とし

て੍定されたこの法は、ट都ޙ࠷ݍの大ن
χϡʔλン開ൃとݴΘれる常൬新ઢ開ൃ
をతとするɻమ道用地を生Έ出すख法とし
て換地の特例を設したのが特であるɻ
ᶆ　大都市地Ҭにおける住及び住地等の

供څのଅਐに関する特ผા置法ʢ大都市法ʣ
この法は、「大都市地Ҭにおける住地

の供څのଅਐに関する法」ʢ1975ʢত和50ʣ
年７݄16日法ୈ67号ʣを1990ʢฏ２ʣ年
６݄26日法ୈ39号により法໊もؚめて大
վ正したものであるɻچ法が換地の特例によ
り都市地を整ংしつつ、地۠画整理事業
や住整උ事業を行͏ख法を設した事業法
であったのに対し、新法は建設大ਉが定める
供څ基本ํ及びこれを受けて都ݝ知事が
定める供څ計画で住・地の重点供څ地
Ҭ、供څඪྔ、供څख法を定めるとともに、
重点తに住・地供څをଅਐする地Ҭを都

市計画で定めることとし、計画法の機を付
Ճしたものであるɻ
ᶇ　都市計画法・建ங基४法վ正

1990ʢฏ２ʣ年６݄29日法ୈ61号によ
り「都市計画法」と「建ங基४法」がվ正さ
れ、住地ߴ利用地۠計画、用్ผ容ੵܕ
地۠計画、༡ٳ地స換利用ଅਐ地۠計画੍
等が設されたɻこれらの新しい地۠計画
੍は、ͦれͧれ都市地、都৺ۭಎԽ、
ະ利用地といったݸผの政策՝に対Ԡする
ために設されたものであり、1988ʢত和
63ʣ年５݄20日法ୈ49号による「都市࠶開
ൃ法」վ正により設された࠶開ൃ地۠計画
੍とともに、地利用計画のৄࡉԽのྲྀれ
にԊ͏ものとݴえるɻ

ú ɽ地価バϒル่յظ（øĀĀ÷年ʙ）

この࣌期は、গなくとも౦ژ都৺部なͲで
όブルは่յ期にೖっていたが、શࠃฏۉの
地Ձ্ঢはプラεであり、όブル対策とし
ての政策が͡ߨられたので、ここで説明して
おくɻ

ᾇ　৹ٞ会ਃ
1990ʢฏ２ʣ年10݄29日、「地基本法」

に基づき設置された地政策৹ٞ会は、政
に対し「地基本法を౿·えた今ޙの地政
策のありํについてのਃ」を行ったɻこの
ਃでは、地政策のඪを͛ܝ、地Ձにつ
いては中ۈݎ࿑者が相Ԡのෛ担で一定水४の
住を֬保し͏る水४·で引き下͛るきこ
とをඪとすきとした25ɻ·た、今ޙの
地政策の基本తํݸ、ผ施策のల開ํに
ついてఏݴしたɻ

ͦのཌ日には、地੫੍小ҕ員会を設置し
て地੫੍の総合తݟ直しを行っていた政
੫੍調査会が「地੫੍のありํについての
基本ਃ」を出した26ɻこれは、第 ý અでड़
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るよ͏に、੫੍を地対策として用いるこ
とに消ۃతなै前のે੫政策のελンεをશ
໘తにస換したものであり、ͦのՌは1991

ʢฏ３ʣ年੫੍վ正における地Ձ੫の
設をは͡めとする地の保有・ৡ・औಘに
Θたるൈ本తなݟ直しとして結࣮したɻ

ᾈ　૯߹地政策推ਐ要ߝ
これらを受けて政は、1991ʢฏ３ʣ年

１݄25日に「総合地政策ਪਐ要ߝ」をֳٞ
ܾ定したɻこの要ߝでは、地政策のඪと
してᶃ地ਆのଧഁ、ᶄ適正な地Ձ水४の
ᶅ適正かつ合理తな地利用の֬保を、ݱ࣮
・体策として、１ʣट都機、都市۩、͛ܝ
産業機の分２、ࢄʣ地औ引の適正Խ、３ʣ
地利用計画の整උ・ॆ࣮、４ʣ住・地
の供څのଅਐ、５ʣ地の有ޮ利用のଅਐ、
６ʣ地関࿈༥ࢿの適正Խ、７ʣ地に関す
るෛ担の合理Խ、８ʣ地の適正なධՁのਪ
ਐ、９ʣ地に関するใの整උ・ॆ࣮、
10ʣ地に関する基本理೦のී及・ൃܒをܝ
͛ているɻ

ᾉ　生産地法վਖ਼
「総合地政策ਪਐ要ߝ」でࣔされた施策

の͏ͪ立法により࣮ݱされたものはগなくな
いɻͦの͏ͪ「借地借Ո法」、「都市計画法」、

「建ங基४法」վ正については次ষでड़る
こととし、ここでは「生産地法」վ正ʢ1991

ʢฏ３ʣ年４݄26日法39号ʣについてड़
るɻ

これは、地Ձόブル対策の大きなۄとし
て地の供څをଅਐすることをతするࡾ大
都市ݍの市֗Խ۠Ҭ内地の地ฒΈ՝੫が
1992ʢฏ４ʣ年から࣮施されることとな
り、ͦのための一࿈の੍վ正の主要なபと
して行Θれたものであるɻこのվ正ではୈ１
छ・ୈ２छの۠ผをഇ止し、良な生活ڥ

の֬保に相当のޮ用があり、かつ、公共施設
のෑ地の用に供するに適している500ᶷҎ্
の地を都市計画で「生産地地۠」と定め
ることができることとしたɻ

生産地地۠にࢦ定されると、主たる業
ै事者がࢮするか30年がܦաする·では建
ங・がې止され、30年のܦաによって市
ொ村長に対し買औりのਃ出をすることができ
るよ͏になるɻ生産地に都市計画ܾ定され
ない地は、੫੍্は地ʢ住地ฒΈʣと
してධՁされることになり、大ྔの地の
地Խ・地供૿څ大がݟ込·れることになっ
たɻ1997ʢฏ９ʣ年には、ࡾ大都市ݍで約
44000IB、地ํݍで約65000IB、શࠃでは
109000IBの市֗Խ۠Ҭ内地がଘࡏし、こ
れら地は市֗Խ۠Ҭ໘ੵのͦれͧれ5.8ˋ、
10.0ˋ、7.8ˋをめていたɻ

ᾊ　ܭը行政・ࡒ政・ۚ༥ા置
計画の໘では、1991ʢฏ３ʣ年に「大都

市法」に基づく建設大ਉの供ํڅがࣔされ
たɻこのํでは、今10ޙ年間にࡾ大都市ݍ
で431ສ戸分の住・地を供څすることを
ඪとし、これをୡするため、地Ҭの特ੑ
ผにະ利用地の有ޮ利用、市֗Խ۠Ҭ内
地の計画త利用、新市֗地開ൃのਪਐをਤる
こととしたɻͦれ·での住建設ޒՕ年計画
のよ͏な࣌間্࣠の計画ख法にՃえ、໘త計
画ख法が͡ߨられるよ͏になったのは大きな
มԽであるɻ

政໘では、住建設や地開ൃに͏公ࡒ
共・公ӹ施設整උに対するิॿ੍がଟく
設され、金༥໘では、住金༥公ݿや日本
開ൃۜ行の༥ࢿϝχϡʔの֦ॆがਤられる
等、ଟ༷できめࡉかい支ԉ策が͡ߨられるこ
ととなったのが特であるɻ
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ᾋ　市֗Խ۠Ҭ地の宅地Խ
ʲද þ － ù ʳにݟるよ͏に、地ฒΈ՝੫

の࣮施により生産地としてબされた市֗
Խ۠Ҭ内地はଟくなく、શࠃ計では３ׂに
とͲ·った27ɻ７ׂに্る地Խ地のԁ
な地Խと住建設ଅਐのため、「都市計画
法」վ正による住地ߴ利用地۠計画੍
の設、「住合法」վ正による住合
設立要件の؇和、「地所有者等賃貸住建
設༥ࢿ利子ิ࣌ྟڅા置法」ʢ住利子ิڅ
法ʣվ正による利子ิ੍څや公ݿ༥ࢿの֦
団法人都市地Խ活用支ԉηンλʔのࡒ、ॆ
設立等のϝχϡʔが͡ߨられたが、生産地
と地Խ地のࠞ28ࡏ、画地の小نੑ、道
路等の基൫整උの立ͪޙれといった問のた
めに、࣮ࡍの地Խにはࠔがあること、·
ͪづくりの主体として機すき住合も
設立要件や事業要件に関する੍約から、1994

ʢฏ６ʣ年10݄࣌点で24合しか設立され
ていないとい͏ঢ়گであったɻこのため、ಉ
年に「住合法」がվ正され、対地۠に
生産地や地۠画整理事業施工済Έ地もؚ
Ήことができる等大෯な要件؇和が࣮施され
たɻ

第 û અ　地価バϒルظの住宅政策

1985ʢত和60ʣ年６݄の建設ল住地৹
ٞ会は、21ੈلにけての住・地政策の

ʲද þ － ù ʳ生産地地۠の໘ੵ

ʢࢿ料ʣ地ന書1998年版

ᕷ⾤༊ᇦෆ㎰地

����� 年 � ᭶⌧ᅾ�

⏕⏘⥳地地༊

����� 年 � ᭶⌧ᅾ�

Ⲉᇛ┴ ���KD ��KD�����

ᇸ⋢┴ �����KD �����KD�����

༓ⴥ┴ �����KD �����KD�����

東京㒔 �����KD �����KD�����

⚄ዉᕝ┴ �����KD �����KD�����

㤳㒔圏ィ ������KD �����KD�����

ありํとして「新しい住事に対Ԡする住
・地政策の基本త体ܥについてのਃ」
をऔり·とめ、ྸߴ者等に対する住対策の
ਪਐがඞ要とし、ᶃྸߴ者のډ住ܗଶのଟ༷
Խに対Ԡするための施策のਪਐのඞ要ੑ、ᶄ
者が社会త行動を行い、շ適な住生活をྸߴ
送ることができるよ͏、住立地の適正Խ、
住ڥ整උにྀするとともに、住のۙྡ
にҩྍ施設や社会活動・文Խ活動のためのॾ
施設の֬保をਤることのඞ要ੑ、ᶅྸߴ者の
৺機の下等に対Ԡして、設計・設උ等
でྀした住の設計計画ࢦの࡞及び所
要のٕज़開ൃにめることのඞ要ੑを͛ڍ
たɻ

ͦして、۩体త施策として次の施策をఏࣔ
したɻ
・ಉډに適したن・設උ等を有する公共賃

貸住等の供څ
・住金༥公ݿの֦ॆ等により、ಉډに適し

た大ܕ住の建設及び૿վஙのਪਐ
のχʔζに対Ԡするため、公తډۙ・ډྡ・

住におけるϖΞํࣜの住供څ
・子二ੈଳがྡډۙ・ډとなる場合の優先

ೖډ・優先分ৡ
・୯ྸߴ者ੈଳ、夫්のΈのྸߴ者ੈଳに

対しては、設計・設උ等でྀしたྸߴ者
څけ公共賃貸住等の供

・ຽ間賃貸住においてもྸߴ者け住の
供څをଅਐ

・ҩྍ・ࢱ施設との適切な役ׂ分担、࿈ܞ
による新たなྸߴ者け住供ࣜํڅのݕ
౼
このਃを受けてୈ５期住建設ޒՕ年計

画の住建設のඪの中にྸߴԽのਐలへの
対Ԡが͛ܝられたɻͦして、1987ʢত和62ʣ
年４݄、建設ল・ް生লの共ಉ研究会として
設置された「ྸߴ者のࢱと住に関する研
究会」から新たなྸߴ者けू合住の供څ
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ํ策「γルόʔϋδンάߏ」がൃ表され、
「γルόʔϋδンά・プϩδΣΫト」が
設された29ɻ

γルόʔϋδンάとは、ྸߴ者けέΞ
付き住、ଈͪ、ラΠϑαポʔトΞυόΠβ
ʔが置され、ඞ要にԠ͡て生活支ԉαʔϏ
εが受けられるόϦΞϑϦʔのू合賃貸住
である30ɻͦして、γルόʔϋδンά・プ
ϩδΣΫトは当໘、公Ӧ住なͲの公త住
としてਐめられることとなったɻ

ͪなΈに、この࣌期は有料人ϗʔϜの開
設が૿ٸし、１ԯԁの一࣌金を支払͏ֹߴ
施設も出ݱしたɻ

第 ü અ　 地価バϒルظの不動産業
政策

ø ɽ不動産業Ϗジϣン

1986ʢত和61ʣ年６݄、建設ল建設ܦ済局
は「21ੈلへの不動産業Ϗδϣン」をऔり·
とめたɻ

このϏδϣンでকདྷのあるき不動産業の
きॾ施策につͣߨのためにݱと、ͦの࣮࢟
いてͥられたが、ͦれとซせて2000年の不
動産Ϛʔέοト༧ଌも行Θれたɻ༧ଌに当た
っては、不動産業を典ܕతな４分野ʢ新ن分
ৡ、中ݹ住ྲྀ通、賃貸、理ʣに分けた্
で、さらに賃貸については住賃貸とΦϑΟ
ε賃貸にࡉ分して、ͦれͧれのϚʔέοトを
༧ଌするとともに、不動産業શ体としても一
本に·とめた༧ଌを行った31ɻ

ͦのޙ、次にΘたり不動産業Ϗδϣンが
策定された32ɻ

ù ɽ 宅地建物取引業法øĀÿÿ（তýú）年
վਖ਼（第ø÷次վਖ਼）

1987ʢত和62ʣ年10݄16日の「ٸۓ地対
策要ߝ」は「地建物औ引業について、ࢿ質

の্及び業務の適正Խ等のݟ地から੍نを
直すとともに、新たな媒介ํࣜのಋೖにあݟ
Θせた業者の保有するใの義務ొ੍の
ಋೖのݕ౼を行͏こと」を求めたɻ

これを受けて行Θれた「地建物औ引業法」
ୈ10次վ正ʢত和63年法27号ʣでは、媒介
契約のྨܕとして、ґཔ者がଞの建業者に
ґཔすることだけでなく自ら契約の相खํを
るઐଐͣېऔ引ʣもݟൃݾつけることʢ自ݟ
ઐ任媒介契約をՃし、ݱ行の一ൠ媒介、ઐ
任媒介、ઐଐઐ任媒介のܕྨࡾが整ったɻ

·た、ઐଐઐ任媒介契約を締結したときは、
建設লのࢦ定するྲྀ通機ߏへの物件ొ義務
と、業務のॲ理ঢ়گの１ि間に１ճҎ্のใ
告義務を定めたɻ

ú ɽϨΠンζ

前記法վ正により設されたࢦ定ྲྀ通機ߏ
は、不動産物件ใ交換のためのίンϐϡʔ
λ・ωοトϫʔΫ・γεςϜであり、ͦのӳ
3FBM.&TUBUF.*OGPSNBUJPO./FUXPSL.4ZTUFN໊ޠ
の಄文4/*&3ࣈからϨΠンζと通শされて
いるɻϨΠンζはࡏݱ、公ӹࡒ団法人౦日本
不動産ྲྀ通機ߏ、公ӹ社団法人中部ݍ不動産
ྲྀ通機ߏ、公ӹ社団法人ۙݍـ不動産ྲྀ通機
によߏ公ӹ社団法人西日本不動産ྲྀ通機、ߏ
りશࠃをΧόʔしてӡӦされているɻ

建設লと不動産ྲྀ通ۙԽηンλʔは、
1984ʢত和59ʣ年から不動産ྲྀ通活ੑԽ策
の一としてϨΠンζߏをݕ౼し、ཌ年
から「不動産ྲྀ通ඪ४ใγεςϜ」の設計・
開ൃにணखしたɻこのγεςϜをྲྀ通機ߏに
ಋೖし、不動産ྲྀ通の活ੑԽをਤるとい͏
తであったが、࣮質తには中小業者のྲྀ通機
かった33ɻηンλʔڧのためとい͏意ຯがߏ
に設置されたҕ員会はཌ年３݄、ϨΠンζの
ඪ४γεςϜの༷書、ඪ४ใن格等を·
とめたใ告書を建設লにఏ出したɻҕ員会は
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「ϨΠンζӡӦҕ員会」にվされ、֤ϝʔ
Χʔが開ൃ・࡞した機ثをςεトし、認定
を行͏こととなったɻ

1986ʢত和61ʣ年10݄、౦ژ都地建物औ
引業ڠ会のྲྀ通機ߏが࠷ॳにϨΠンζをಋೖ
したɻͦのޙ、֤団体が次ʑとϨΠンζをಋ
ೖし、ཌ年はશ106ࠃ機ߏとい͏ཚ立をݟせ
ていたɻͦこで、前ड़した法վ正が行Θれ、
ฤされたのであるɻ࠶にߏ定ྲྀ通機ࢦ

第 ý અ　 地価バϒルظの不動産੫
੍

ø ɽ੫੍のҐ置け

1968ʢত和43ʣ年７݄の政੫੍調査会「
地੫੍のありํについてのਃ」は、地政
策શൠにおいて੫੍のՌたし͏る役ׂは、あ
く·でิత、༠ಋతなものにとͲ·り、੫
੍と地政策શൠとの੪合ੑについてのྀ
をे分に行Θない··、地੫੍のΈが先行
してԿらかのા置をͣߨるときは、かえって
কདྷにΘたる地੫策શൠの行を્害する
結Ռとなるおͦれなしとしないとड़て消ۃ
తなଶをࣔしたɻこれに対しては当࣌から
൷判があったが34、ͦのޙの不動産政策にお
ける੫੍の基本ελンεとなったɻ

しかし、地Ձόブル期には੫੍が༷ʑな意
ຯでଘࡏ意義をࣔしたɻ

ୈ一に、買換え特例は、都৺部から߫֎部
への、業地から住への地Ձߴಅݱの
ൖをଅਐしたɻ

ୈ二に、੫੍がؾܠ対策として活用される
よ͏になり、ԁߴ対策としての内ध֦大の一
として1985ʢত和60ʣ年12݄のܦ済対策ֳ
྅会ٞで住ଅਐ੫੍が設された35ɻ

ୈࡾに、όブル対策として地੫੍が活用
されたɻͦの内容は次にड़るが、ͦの࠷大
のものは、前ड़した1990ʢฏ２ʣ年10݄30

日の政੫੍調査会のਃを受けて࣮施され
た1991ʢฏ３ʣ年੫੍վ正による地੫
੍のൈ本վֵであるɻ

ù ɽ住宅・Ϗル建設ଅਐ੫੍

ᾇ　住宅取ಘۚࢿのଃ༩の特例
住ࢿ金としてଃ༩されたֹから300ສԁ

を߇除する住औಘࢿ金のଃ༩の特例が1984
ʢฏ59ʣ年੫੍վ正により設されたɻ

ᾈ　等価交換の特例
「都市࠶開ൃ法」が適用されない事業に関

し、1980ʢฏ55ʣ年੫੍վ正によりݸ人
がط市֗地等内の地を中ߴՐ共ಉ住
に買換えるࡍの特例ʢ立体買換えの特例ʣ
が設されたが、1983ʢฏ58ʣ年੫੍վ
正により適用地Ҭが֦大され、ࡾ大都市ݍ内
の΄とΜͲのϚンγϣン適地で等Ձ交換ํࣜ
による建設がՄになったɻ

さらに、ཌ年の੫੍վ正により「都市࠶
開ൃ法」に基づかない任意の事業として特定
ຽ間࠶開ൃ事業੍が設され、等Ձ交換ํ
ࣜによる事務所Ϗル、業ηンλʔ、ϗςル
等の建設がՄになったɻ

ᾉ　地৴ୗ
信ୗした不動産に関し相ଓがൃ生した場合

のऔѻいを明֬Խするため、1986ʢฏ61ʣ
年にࠃ੫庁から通ୡが出されたɻ

ú ɽ地重՝੫੍

ᶃ短期重՝੍
地こΖがしʢ短期స売ʣを੍するため、

所ಘ੫・法人੫について1987ʢত和62ʣ年
੫੍վ正により、ಉ年10݄１日から所有期間
２年Ҏ内の地のৡにる՝੫をڧԽする
短期重՝੍がಋೖされたɻ
ᶄෛ࠴利子の損金不ࢉೖ੍
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1988ʢত和63ʣ年੫੍վ正により、ಉ年
12݄31日Ҏ߱にऔಘした地等にるෛ࠴利
子を損金不ࢉೖとしたɻ
ᶅ相ଓ੫

1988ʢত和63ʣ年੫੍վ正により、ಉ年
12݄31日Ҏ߱の相ଓから、相ଓ開࢝前３年Ҏ
内にऔಘした地等については相ଓ੫ධՁֹ
ではなく࣮ݱのऔಘՁֹで՝੫することとし
たɻ

û ɽ地੫੍のൈຊվֵ

1991ʢฏ３ʣ年੫੍վ正は、地の保
有・ৡ・औಘにΘたるશ໘తかつൈ本తな
ものであり、ͦの内容は次のとおりであるɻ
なお、下ઢを引いたા置はࡏݱもҡ࣋されて
いるものであるɻ

ᾇ　ॴಘ੫
ᶃ損ӹ通ࢉの対֎

不動産所ಘの計্ࢉ生͡た損ࣦの金ֹの͏
ͪ、地等をऔಘするために要したෛ࠴の利
子は、損ӹ通ࢉの対としないこととしたɻ
ᶄ長期ৡ所ಘの重՝

地の長期ৡ所ಘに対する੫を30ˋに
引き্͛たɻ

ᾈ　法ਓ੫
地の長期ৡ分について通常の法人੫に

Ճえて10ˋの੫を՝すこととしたɻ

ᾉ　૬続੫
ᶃೲ੫༛༧

1975ʢত和50ʣ年੫੍վ正によりಋೖさ
れた地等についての相ଓ੫ೲ੫༛༧੍を
の特定市の市֗Խ۠Ҭ地ʢ生産ݍ大都市ࡾ
地を除くʣに対してはഇ止したɻ
ᶄධՁ水४

路ઢՁを公ࣔ地Ձの８ׂ水४とすることと

したɻこれは、「一物࢛Ձ」36とশされたよ
͏に公త地ՁධՁ水४がόラόラであったこ
とから、公ࣔ地Ձを中৺にߧۉをਤることと
したものであり、ޙड़するݻ定ࢿ産੫ධՁも
ಉ༷のझࢫで࣮施されたɻ

ᾊ　地価੫
地保有に対するࠃ੫として「地Ձ੫法」

ʢ1991ʢฏ３ʣ年法69号ʣに基づき地Ձ
੫がಋೖされたɻ1873ʢ明６࣏ʣ年の地ેվ
正はզがࠃのۙ੫੍のᅘであり、ࠃ੫で
あったが、ઓޙのγϟプק告により地保
有੫は地ํ੫たるݻ定ࢿ産੫にऔってΘら
れたɻ

地Ձ੫は、地のࢿ産としての有利ੑの縮
と地機の੍をతとし37、１ᶷ当たݮ
り３ສԁҎ্の地を՝੫対とするが、
地、公共త用地、１ઍᶷҎ下の住地等かな
り෯いඇ՝੫ા置、10ԯԁຢは15ԯԁの基
の՝੫対は都市部の業ࡍ除により࣮߇ૅ
地が中৺であったɻ

ᾋ　ݻ定ࢿ産੫・都市ܭը੫
ᶃ地ฒΈ՝੫

の特定市の市֗Խ۠Ҭ地ʢ生ݍ大都市ࡾ
産地を除くʣに対しては、地ฒΈ՝੫を
࣮施することとしたɻ
ᶄ՝੫の適正Խ・ߧۉԽ

地のධՁを公ࣔ地Ձの７ׂにすることと
したɻ当࣌のݻ定ࢿ産੫ධՁはશࠃฏۉで公
ࣔ地Ձの２ʙ３ׂとされていたから、ͦの·
·では࣮質తには૿੫になるɻͦこで、ධՁ
ସえによって੫ֹがܹٸに૿Ճしないよ͏ෛ
担調整ા置がಉ࣌に͡ߨられたɻ
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第 þ અ　 地価バϒルظの不動産ۚ
༥政策

ø ɽ地価対策としてのۚ༥政策
ա༥ࢿ、Ծधのॿ長、ϊンόンΫけӌ

ճ༥ࢿ、不動産ブϩʔΧʔ行為なͲの金༥機
関の行動は、地Ձόブルをஶしくॿ長した38ɻ

これに対ॲするため、大ଂলۜ行局は1985
ʢত和60ʣ年７݄、ࠃ庁地局のґཔを受
けて不動産関࿈༥ࢿの適正なऔѻいを求める
事務࿈བྷをൃ出したのをは͡めとして、金༥
機関に対し次のࢦಋを行ったɻ

ॳのۜ行局長通ୡは、1986ʢত和61ʣ年࠷
４݄の「地関࿈༥ࢿのऔѻいについて」で
あり、「いやしくも機తな地औ引のॿ長
等の社会త൷判をটかないよ͏े分ྀする
こと」を要請し、年͝とに不動産業者・建
設業者け地関࿈༥ࢿの࣮行ঢ়گをใ告す
ることを求めたɻͦして、ಉ年12݄のಉ໊の
通ୡでは「地保有のతͦのଞに関しݫ正
な৹査を行い、有ޮかつ適正な地利用がਤ
られない··短期間に当該地のస売を行͏
等の機తな地औ引等にる༥ࢿについて
は、これをݱに৻Ήこと」を要請したɻ

1987ʢত和62ʣ年７݄には、地Ձߴಅ地Ҭ
にӦ業基൫を有する金༥機関に対する特ผώ
ΞϦンάを࣮施し、これを受けたಉ年10݄の
通ୡ「地関࿈༥ࢿのݫ正Խについて」では、
ۜ行内の༥ࢿ理体੍のڧԽを求め、地༥
のࢿの調査なͲ༥ޙࢿҢ、༥ܦのܾ定ࢿ
ผνΣοΫを開ݸΈや৹査体੍について
したɻ࢝

しかし、これらは都ۜ、長信ۜ、信ୗ、地
ۜだけを対としていたため、ϊンόンΫを
のൈけ道を์任すࢿ༝したいΘΏるӌճ༥ܦ
るものとの൷判がなされたɻͦこで、1989ʢฏ
ݩʣ年10݄の「地関࿈༥ࢿのऔりѻいに
ついて」通ୡでϊンόンΫに対する༥ࢿの࣮

行ঢ়گのใ告を求めたɻͦして、ཌ年３݄27
日の「地関࿈༥ࢿの੍について」により
いΘΏる総ྔ੍نをಋೖしたɻ総ྔ੍نとは、
不動産業け貸出の৳びを総貸出の৳び
Ҏ下にえることを求めたものであるɻこの
ા置により地Ձߴಅが੩Խしたとのํݟが
あるが、総ྔ੍نの施行されたಉ年４݄１日
ଓܧがに地Ձ্ঢのಷԽط、点では࣌
していた౦ݍژだけでなく、大ݹ໊、ݍࡕ
でも্ঢが縮小していたから、྆者の関ݍ
はඞͣしも明らかではないɻ

ͦの1991、ޙʢฏ３ʣ年５݄に「貸金業
の੍ن等に関する法」がվ正され、ϊンό
ンΫに対してもຖ事業年の事業ใ告書のఏ
出義務を՝すことにより、法తな੍نのが
よ͏やくඃせられるよ͏になったɻ

総ྔ੍نをは͡めとする一࿈の通ୡは、ಉ
年12݄20日の「地関࿈༥ࢿのऔりѻいにつ
いて」により解除され、総ྔ੍نはトϦΨʔ
ํࣜにऔってΘられたɻこれは、不動産業
け貸出が２ϲ݄Ҏ্࿈ଓして総貸出の৳び
よりも３ˋҎ্্ճった場合は意をىש
し、さらに２ϲ݄Ҏ্࿈ଓして５ˋҎ্্ճ
った場合は所要の੍ા置ʢ総ྔ੍نを意ຯ
するとされたʣを͡ߨるものであるɻなお、
トϦΨʔํࣜも1994ʢฏ６ʣ年２݄の総合
済対策において当分の間のા置としてఀ止ܦ
されたɻ

ù ɽ住宅ۚ༥政策

前ड़した建設ল住地৹ٞ会の1985ʢত
和60ʣ年６݄ਃは、住金༥についてもऔ
り্͛、住金༥公ݿ༥ࢿについては、ࢿ金
ྔの҆定తな֬保とࢿ金調ୡ条件のվળのඞ
要ੑを、ຽ間住金༥については、֦大・֦
ॆをਤるため、ຽ間貸付住のฦ済期間のԆ
長等貸付条件のվળ、信用ิ੍のվળ等
のඞ要ੑを͛ڍているɻ
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これを受けてಉ年10݄のܦ済対策ֳ྅会ٞ
でܾ定された「内ध֦大のための対策」では、
住金༥公ݿにおいてૣٸに࣮施する対策と
して、༥ࢿ戸の૿ՃにՃえて、住建設の
ଅਐとซせてډ住水४の্をਤるため、住
نにԠ͡てՃࢉして༥ࢿする特ผׂ૿貸
付੍の࣮施がܾ定されたɻ

さらに、1987ʢত和62ʣ年５݄のܦ済対策
ֳ྅会ٞで６ஹԁをえるࡒ政ા置を͏大
済対策がܦٸۓの内ध֦大策を内容とするܕ
ܾ定され、住金༥公ݿについては、事業ن
7000ԯԁのՃが行Θれるとともに、貸
付金利の引下͛、ݸ人住の建ସえにる༥
の૿ՃなͲがֹ࣮ࢿ特ผׂ૿༥、ࢉのՃֹࢿ
施されたɻ

ú ɽຽؒۚ༥

1983ʢত和58ʣ年４݄のܦ済対策ֳ྅会ٞ
で、住建設をଅਐする্で金༥機関の住
ϩʔンのݻ定金利貸出に͏金利ϦεΫをճ
ආすることを主؟に、ม動金利ܕ住ϩʔン
のऔѻいがঝ認された39ɻこの特は、ᶃݻ
定金利ܕにൺて借ೖ期間が長期であるこ
と、ᶄ当ॳ５年間はຖ݄のฦ済ֹがมΘらな
いこと、ᶅݻ定金利ܕよりも金利がく設定
されることであるɻこの結Ռ、住ϩʔン利
用者は、ݻ定金利ܕとม動金利ܕとい͏બ
がったɻがࢶ

このよ͏な住金༥所のଟ༷ԽとԢな
住ध要をഎܠにした新設住ண工戸の大
෯な૿Ճは、不動産金༥市場の֦大をもたら

したɻこの࣌期、賃貸住の新ங戸の৳び
が大きく、これにݺԠして金༥機関の賃貸住
ϩʔンが૿Ճした40ɻ

ԁߴ対策として金利政策が࠾用されたこ
とから、住ϩʔンの借換えや্͛܁償ؐが
૿Ճしたɻ·た、地Ձ্ঢにより不動産の担
保༨力が生͡、金༥機関ಉ࢜のݞΘりڝ૪
もܹԽしたɻ特に、住金༥に特Խしていた
࿑ಇ金ݿや金利のߴい住金༥ઐ会社のސ
٬がݞΘりのλʔήοトとされたɻ

さらに、金༥機関による不動産会社、建設
会社けの༥ࢿが૿ٸし、地Ձのٸಅにഥं
をかけたɻ不動産業に対するશۜࠃ行の༥ࢿ
は1987ʢত和62ʣ年３݄には30ஹԁをߴ
えたɻ

第 ÿ અ　 地価バϒルظの不動産市
場と不動産業

ø ɽ৽設住宅ணށ数の動

新設住ண工戸のਪҠをݟると、地Ձό
ブル期にはຖ年160ສ戸をえるߴ水४が࣋
ଓし、1987ʢত和62ʣ年には172.9ສ戸と
ྺ３൪にߴい戸を記したɻ

ͦのޙは、地Ձがݸ人の住औಘ力をは
るかにえる水४に·でୡしたことや、大都
市中৺部の住地の下མが࢝·ったことなͲ
から新設住ண工戸はݮগにస͡たɻ

新設住ண工戸がճ෮するのは1992ʢฏ
４ʣ年Ҏ߱のことであるɻ

ʲද þ － ú ʳ住宅ϩーン৽ن貸ग़ֹ（ԯԁ）

ʢࢿ料ʣ日本ۜ行
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1990ʢฏ２年ʣには6123ສԁでϐʔΫと
なったɻ４年間で2.2ഒのٸಅであるが、Τ
ϦΞのԕִԽをצҊすれ、より一ܹしい
えるɻݴಅとٸ

ͪなΈに、όブル่յޙのϚンγϣン８ສ
戸࣌がελʔトした1994ʢฏ６ʣ年のฏ
410Ձ格は4ۉສԁで、Ձ格だけでݟれ
1988ʢত和63ʣの水४を下ճったɻ

なお、1988ʢত和63ʣ年には、ϦκʔトϚ
ンγϣンブʔϜも࢝·っているɻ

ú ɽ不動産ྲྀ௨市場

όブル期には、不動産業の֤分野で活ൃな
औ引活動がଓいたが、ྲྀ通市場でも、地Ձの
先؍ߴからऔ引が活ൃԽし、新ங・中ݹ住、
Ϗル用地なͲへの࣮धはもͪΖΜ、Ծध要・
機ध要なͲが૿Ճし、ྲྀ通業քではブʔϜ

ù ɽマンγϣン市場の動

ट都ݍの分ৡϚンγϣンのฏۉՁ格がٸಅ
を࢝めるのは1987ʢত和62ʣ年からで、業
地が্ঢを࢝めたこΖには、·だϚンγϣン
はݿࡏ調整のऴ൫にあったɻࣜג会社不動産
済研究所のσʔλによれ、Ϛンγϣンൢܦ
売戸は、1984ʢত和59ʣ年に43839戸ʢ前
年54521戸ʣにݮらしてݿࡏ調整にೖり、
1987ʢত和62ʣ年·で４ສ戸前ޙでਪҠし、
ಅのٸさせたɻしかし、Ձ格ྃ問をݿࡏ
中で1988ʢত和63ʣ年の供څは32080戸にݮ
গし、ͦ の４ޙສ戸ۙくが供څされたものの、
1991ʢฏ３ʣ年には25000戸にٸམしたɻ

·た、ट都ݍ新نϚンγϣンൢ売Ձ格の１
戸当たり年間ฏۉՁ格は、1986ʢত和61ʣ年
の2758ສԁがཌ年には3579ສԁに্ঢし、

ʲද þ － û ʳマンγϣン市場の動

ʢࢿ料ʣ不動産ܦ済研究所
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期がଓいたɻ

û ɽւ֎不動産ࢿ

Θがܦࠃ済のࡍࠃԽやԁߴに支えられて大
ख不動産ا業、建設会社、生保、総合社等
が1980年ॳめから、༨ࢿ産の有利なࢿ
対としてถࠃを中৺とする海֎の不動産を
બするよ͏になったɻ特に、χϡʔϤʔΫ、
ϩαンθルε、αンϑランγεί等の大都市
でのϏルの買収・ܦӦが活ൃԽし、ଓいてϋ
ϫΠ等のϦκʔト地ҬでのϦκʔト施設の開
ܦ内でのϏルࠃ、࣌Ӧも૿Ճしたɻ当ܦ・ൃ
Ӧのฏۉ利ճりは年２ˋఔであったのに対
し、ถࠃでの利ճりは７ʙ９ˋとされていた
ので、ັ力తなࢿ先であったのであるɻ

日本ا業は、ถࠃの大都市でランυϚʔΫ
తなϏルも買収するなͲۃめてੵۃతなࢿ
行動をల開したɻこれに対し、ݱ地社会のײ
త反ൃや、日本ا業が不動産Ձ格をつり্
͛ているといった൷判が出てདྷたɻ

これに対し、建設লはઅのあるࢿをす
るよ͏求めたりしたが、1990ʢฏ２ʣ年ࠒ
からถࠃの不動産市場が期にೖり、ࠃ内
でもόブルܦ済が่յしたことから、ਐ出ا
業のଟくがࣈ売却なͲのॲ分を͗ٸ、海֎
Ӧからఫୀしたɻܦ

ü ɽ地価バϒルの่յと不動産市場

日本ܦ済શ体は、ݎ調な内धなͲのおか͛
で1990ʢฏ２ʣ年·ではなお一Ԡのؾܠを
ҡ࣋していたが、不動産市場はͦれよりૣく
ಉ年ळには不گ期にೖったɻ

この年には、地Ձόブルの及がλΠϜラ
άをもって表れた地ํݍはผにして、طに地
Ձ্ঢはϐʔΫをӽえ、౦ݍژ・大ݍࡕの地
Ձ্ঢは一έλになっていたɻ

このࠒに前ड़した֤छの地Ձ੍策が本格
తに࣮施されるよ͏になり、ͦれにՃえて４

݄には総ྔ੍نがಋೖされ、８݄には公定า
合が5.25ˋから6.0ˋに·で引き্͛られたこ
とがόブルܦ済่յޙの地Ձ下མをܹٸなも
のにし、不動産市場にଧܸを༩えたとい͏ݟ
ํもあるɻ

ͦのޙ、不動産市場はܹٸにྫྷえ込Έ、不
動産ا業の産が૿大したɻ

まとΊ

地Ձόブル期は、ઓޙ日本の地Ձߴಅ期と
しては３൪のものであり、ୈ１が工業用地
中৺、ୈ２が住地中৺であったのに対し、
都৺業地から࢝·ったのが特であるɻし
かし、業地から住地へ、都৺から地ํに
及し、ڰཚ地Ձݱがશࠃでൃ生したɻ·
た、ࡒςΫとい͏ޠにされるよ͏に、
大な༨ࢿ金をഎܠに一ൠا業や金༥機関、
ݱՃした「一ԯ総不動産」ࢀຽ·でもࠃ
がݟられた࣌期である41ɻ

この࣌期には、地ྟ調や地政策৹ٞ会
がྦྷ次のਃを出し、これに基づき法੍、ࡒ
政、੫੍、金༥の֤分野の政策खஈを総動員
した地Ձ対策が͡ߨられたɻ

法੍໘では、「優良法」、「మ法」、「大都
市法」といった住・地供څଅਐのための
新ن立法が行Θれた΄か、地のߴ利用・
有ޮ利用ଅਐをతとする「都市計画法」、「建
ங基४法」等のվ正も行Θれたɻ

ͦして、これら対ྍ法త立法にՃえて「
地基本法」が੍定されたことは、不動産政策
の画期をすものであるɻಉ法は基本法と࢙
してのੑ質্、એݴ法にとͲ·るが、ͦのޙ
の立法΄か地政策がಉ法のࣔす地に関す
る基本త理೦にैい͡ߨられなけれならな
いことは、地については公共のࢱを優先
すきとい͏ߟえํとともに、ۃめて重要な
点であるɻ

政໘では、地開ൃに͏関࿈公共公ӹࡒ
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施設の整උに対する支ԉા置が֦ॆされたɻ
੫੍໘では、機తऔ引を੍するための

ા置がྦྷ次͡ߨられたが、੫੍の基本తελ
ンεをੵۃతな࢟にస換したことが特චさ
れるɻͦのू大が地੫੍のൈ本తվֵと
শされるฏ３年੫੍վ正であり、地の
保有・ৡ・औಘを通͡たൈ本తなվ正が行
Θれるとともに、保有੫のࠃ੫として地Ձ੫
がಋೖされたɻ

金༥໘では、地Ձߴಅに͏ݸ人の住औ
ಘ力の相対త下をิするために住金
༥公ݿ༥ࢿの֦ॆが行Θれるとともに、ຽ間
でもม動金利ܕ住ϩʔンのऔѻいが࢝·
り、住ϩʔンのଟ༷Խがਐలしたɻ

住政策では、ୈ５期住建設ޒՕ年計画
の住建設のඪの中にྸߴԽのਐలへの対
Ԡが͛ܝられ、γルόʔϋδンάが࣮施さ
れたɻ

ʦߟࢀจݙʧ（第 1 章〜第 6 章及びこの章の本文
と脚注で紹介したもののほか）

・新澤嘉芽統・華山謙「地価と土地政策」岩波
書店、1970年

・早川和男「土地問題の政治経済学」東洋経済、
1977年

・渡辺洋三・稲本洋之助編「現代土地法の研究
上・下」岩波書店、1982・83年

・ジュリスト増刊総合特集「転換期の土地問題」
有斐閣、1984年

・建設省建設経済局監修「21世紀への不動産業
ビジョン」ぎょうせい、1986年

・臨時行政改革推進審議会事務室「土地基本提
言」ぎょうせい、1988年

・本間義人「土地臨調」お茶の水書房、1988年
・牛見章「解説住宅・宅地・都市問題」ドメス

出版、1988年
・成田頼明「土地政策と法」弘文堂、1989年
・野口悠紀雄「土地の経済学」日本経済新聞社、

1989年
・国土庁土地局監修「逐条解説土地基本法」ぎ

ょうせい、1990年
・本間義人・五十嵐敬喜・原田純孝「土地基本

法を読む」日本経済評論社、1990年
・住宅金融公庫「住宅金融公庫四十年史」1990

年
・乾昭三編「土地法の理論的展開」法律文化社、

1990年
・西村清彦・三輪芳朗編「日本の株価・地価－

価格形成のメカニズム」東京大学出版会、1990
年

・五十嵐敬喜・野口和雄監修「図説ニッポン土
地事情’90」自治体研究社、1990年

・石田頼房編「大都市の土地問題と政策」日本
評論社、1990年

・河野正三「実践的土地政策」住宅新報社、1991
年

・総務庁行政監察局編「土地対策に関する現状
と問題点」大蔵省印刷局、1991年

・山見郁雄・井上繁・澤佳弘・東条正美「わか
る土地問題」ぎょうせい、1991年

・綿貫民輔・長谷川徳之輔「土地は誰のものか」
集英社、1993年

・福田泰雄「土地の商品化と都市問題」同文館
出版、1993年

・西村清彦「日本の地価の決まり方」筑摩書房、
1995年

・山田浩之・西村周三・綿貫伸一郎・田渕隆俊
編「都市と土地の経済学」日本評論社、1995
年

・稲本洋之助・周藤利一・長谷川徳之輔・清水
千弘・小柳春一郎「地価バブルと土地政策」
東京大学社会科学研究所、1996年

・山口健治「土地は公共財」近代文芸社、1996
年

・土地法制研究会編「土地利用の公共性」信山社、
1999年

・竹内宏「昭和経済史」筑摩書房、2000年
・馬場崎靖「新都市計画法制定とそれ以降の主

な都市計画関連制度の動きについて」都市計
画協会「新都市」2000年12月号所収

・北野弘久「バブル崩壊と税制」日本土地法学
会「土地バブル経済と法・都市の混迷<土地問
題双書35>」有斐閣、2004年

・安井礼二「日本の住宅金融史概観⑺」プログ
レス「Evaluation No.53」2013年

・井上雅夫「ストックビジネスとしての期待高
まる不動産業」「RETIO」96号、2015年
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1 　総理府（現在は内閣府）の世論調査によれば、
1984（昭和59）年には日本人の90％が自分を「中
流」だと意識するまでに達した。

2 　西村清彦教授は一連の著書の中で、日本の
地価はファンダメンタルズ価値、利用価値、
バブルの三層構造により形成されると指摘す
る。ここで言う利用価値とは税制上の措置な
どにより土地が他の資産に比して有利に取り
扱われているという、制度的プレミアムを意
味する。

3 　ただし、この語が実際に用いられたのはバ
ブル崩壊後であり、その間日本経済がバブル
状態にあるとの認識は少数派であった。例え
ば、バブル最盛期の1988年に初版が発行され
た竹内宏「昭和経済史」筑摩書房、295頁以下は、
地価高騰の弊害を指摘しつつも、日本経済の
状況や先行きに対しては楽観的な見方を示し
ている。

4 　「日本銀行月報」1992年 9 月は「プラザ合意
後における低金利政策の推進やその長期化が
資産価格上昇の要因となっていることは否め
ず」とする。大蔵省財政金融研究所「資産価
格変動のメカニズムとその経済効果」1993年
4 月は「内需拡大と急激な円高抑止という政
策目標を満たすため、金融政策に比重がかか
らざるを得なかった。財政再建の要請が政策
決定の上で制約になった」と述べる。

5 　日本銀行はその後、一般物価だけでなく資
産価格の動向も注視するようになり、その後、
リーマンショックを受けてG20の場で不動産価
格インデックスの整備など不動産その他の資
産価格を政府・中央銀行がリアルタイムで把
握して、必要な場合に適時適切な対応を講じ
ることができる体制をグローバルに構築しよ
うとしている。

6 　エズラ・ボーゲル「ジャパン・アズ・ナン
バーワン」という本がベストセラーになり、
日本は米国に続く世界二位の強大国であると
いう自信を多くの日本人が持つようになった
時期でもある。

7 　関西にルーツを持つ大企業が本社を相次い
で移す現象がこの頃見られた。

8 　就業人口がこの頃ピークを迎えたこともオ
フィス市場をひっ迫させた基調的要因である。

9 　居住用財産の買換え特例は、1969（昭和44）
年度改正で特別控除が新設されたことから廃

止されたが、その後の地価上昇により3,000万
円の特別控除だけでは従前と同程度の住宅の
取得が困難になったため、1982（昭和57）年
度改正により保有期間10年超のものについて
買換え特例が復活し、3,000万円控除といずれ
か有利な方を選択して適用できるようになっ
た。買換え特例は、その後、対象範囲の縮減
と拡大を繰り返しながら、現在に至っている。

10　大阪市の中心商業地でも下落に転じる地点
が生じた。

11　住宅地では地価水準が比較的高い優良住宅
地で、千里ニュータウンが大阪市からの買換
えを背景に150％を上回るなど、大幅に上昇し
た。

12　日経平均株価は1989（平成元）年末に38,915
円という史上最高値を付け、翌年は 4 万円超
えが期待されたが、実際には年初から下落に
転じた。株式バブル崩壊が一歩先行したわけ
である。

13　民活の定義は一義的ではないが、少なくと
も次の 3 つに区別される。①小さな政府の実
現 を 目 指 す 自 由 主 義 哲 学 の 立 場 で あ り、
Privatization（民営化）やDeregulation（規制
緩和）を手段とする。②財政制約のために主
張されるものであり、民間資金による社会資
本整備が手段である。③内需拡大を図るため
の政策手段として民活を積極的に活用する立
場であり、単なる規制緩和にとどまらず、補
助金、融資、税制などのインセンティブの付
与が登場した。

14　その提言事項は、①民間に対する指導・規
制・保護に重点を置いていた行政から、民間
の活力を基本とし、その方向づけ、調整、補
完に重点を置く行政への移行、②政府直営事
業のうち、民間部門の発達により自立的、企
業的に行うことが適切となった事業について
の民営化である。

15　当時、ニューヨーク、サンフランシスコな
どでウォーターフロントの再開発により都市
が蘇ったという海外での成功例が報告された
こともブームに拍車をかけた。

16　総務庁「リゾートの開発・整備に関する調
査結果に基づく勧告」1994（平成 6 ）年は、
事業内容が国民のニーズを反映していない、
環境保全に対する配慮が十分でない等の指摘
をしている。
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17　例えば、東京都は300㎡を届出対象面積とし
た。

18　1987（昭和62）年10月19日にニューヨーク
証券取引所を発端に起こった史上最大規模の
世界的株価暴落。翌日の日経平均株価は14.9%
という過去最大の暴落を起こした。直接の原
因はイラン・イラク戦争中に米国船籍がイラ
ンから攻撃を受けたのに対し、米国がイラン
の油田に報復攻撃をしたことであるが、経済
的要因は行き過ぎた活況と過剰流動性、IT技術
の発展によるオプション市場と先物市場の爆
発的な成長とコンピュータによる自動注文が
挙げられる。

19　東京に遅れてバブルが始まった近畿圏の住
宅地の地価が下落に転じるのは、神戸市が1990

（平成 2 ）年 7 〜 10月期から、大阪市と京都
市が同年10月〜翌年 1 月期からである。

20　中曽根総理の私的諮問機関である「国際協
調のための経済構造調整研究会」が1986（昭
和61）年 4 月に取りまとめた報告書の通称で
ある。座長が前川春雄日銀総裁だったことに
ちなむ。当時、日米貿易摩擦が外交問題にな
っており、経常収支の不均衡の解決と国民生
活の質の向上のための施策として金融自由化、
市場開放と内需拡大が提言された。その結果、
米国の要求に応えて10年間で430兆円の公共投
資を中心とした財政支出の拡大や規制緩和の
推進などを実施した。

21　1993（平成 5 ）年 8 月13日閣議決定「関係
閣僚会議及び閣僚懇談会等の廃止について」
による。

22　1993（平成 5 ）年 8 月24日閣議口頭了解「閣
僚会議の開催について」による。

23　同法は、地価対策が内政上の緊急課題であ
った1980（昭和60）年代に検討が始められ、
土地臨調において土地対策の基本的方向につ
いて議論する中で、土地についての基本的考
え方を国民的な共通認識として確立するため
土地基本法を制定すべきとの意見があったが、
こうした抽象的規定を法律形式で定めること
が必要かどうか疑問であるとの意見が強く、
提言は見送られた。しかし、政府部内におい
て検討が行われた結果、法案が作成され、国
会に提出された。そして、国会でもさらに活
発な議論がなされた。特に、第 2 条の政府原
案が「土地についての公共的制約」であった

のを「土地についての公共の福祉優先」に変
えるなど与野党協議の結果修正が行われた。

24　稲本・小柳・周藤「日本の土地法［第 3 版］」
成文堂、2016年178頁以下を参照。

25　この考え方は、米国のaffordable housing概
念を参照したものである。

26　土地政策審議会の答申の翌日に政府税制調
査会の答申が出されたというタイミングもま
た、土地政策と税制の緊密な連携を示すもの
と言える。

27　土地所有者は、①営農を続ける生産緑地、
②自ら宅地化して賃貸住宅経営する土地、③
当面は営農するものの、適当な時期に売却で
きるようにするため宅地並み課税を受け入れ
る宅地化農地に分けるという三分法を採用し
た。

28　生産緑地の指定がもっぱら土地所有者の意
向に従い行われたため、公道に面し利便性の
高い農地ほど評価額が高いことから、生産緑
地に指定されるという、宅地化の政策意図に
そぐわない状況が生じた。

29　縦割り行政の中で両省が連携したことも政
策的に意義があると言える。

30　「高齢者居住法」の2013（平成25）年改正に
より創設されたサービス付き高齢者向け住宅

（サ高住）のプロトタイプと言える。
31　ビジョンでは1983年時点をベースとして推

計され、2000年まで年率4.5％増と予測したの
に対し、実際の国民経済計算（SNA）上の不
動産マーケットは同期間中年率3.2％増で拡大
したので、まずまず妥当な予測であったと言
える。

32　第 ÿ ষで紹介する。
33　全宅連「不動産業沿革史」297頁。
34　大河内正久「土地対策の現状と方向」都市

計画協会「新都市」1970年 1 月号19頁は、「し
かし土地税制の果たすべき役割は、単に補完
的、誘導的なものであると考えるべきでなく、
土地政策の一つの重要なる柱と考えるべきで
はなかろうか」と指摘する。

35　従前は民間住宅ローンのみが控除対象とな
っていた住宅取得控除制度に代わり、公庫融
資など公的ローンを含め、住宅取得のための
借入金残高の一定部分を所得税額から控除す
る制度であり、その後拡充を繰り返し今日に
至っている。非住宅も含め不動産税制のメニ
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ューの中で最大の減税規模である。
36　実際の地価、公示地価、（国税庁）路線価、

固定資産税評価を意味し、この順に評価水準
が低かった。

37　ただし、この目的は「地価税法」の条文に
は規定されておらず、大蔵省主税局の説明に
よるものである。

38　全国銀行協会連合会「不動産金融研究会報
告」1992年 3 月。

39　金融機関から見た個人向け住宅ローンのリ
スクは、①金利リスク（収入である貸出金利
と支出である調達金利は個別に変動するので、
逆ザヤが生じる恐れ）、②信用リスク（債務者
が失業などにより返済能力を失う恐れ）、③価
格リスク（住宅・土地の価格が下落し、担保
割れする恐れ）である。

40　当時、筆者は経済企画庁に勤務していたが、
貸家の増加理由について中曽根総理に説明す
るペーパーを作成した経験がある。

41　筆者は不動産業界のトップの方から「日本
列島改造ブームの時は我々は確かに土地の投
機買いをしたが、今回のバブルでは不動産企
業ではなく一般企業の投機が著しかった」と
いう趣旨のお話を伺ったことがある。

зຊ7.indd   26ܽ܊ࣷ_005-026 2017/03/24   12:26




